
 

地区計画ガイド 
 

⑧ 伊 達 駅 前 地 区  
 
 
＜地区計画の目標＞ 
 

本地区は、本市の交通の要衝であり、中心商業地としての役割を担ってきました。 
しかしながら近年は、モータリゼーションの進展や郊外型大規模小売店の進出、住

宅市街地の外延化が進み、本地区では中心市街地の役割が低下し、市街地の空洞化が
進んできています。 

また、本地区においては、住⺠の⾼齢化や⽊造家屋等の⽼朽化が進んでおり、⽕災
や地震などに備えた安全で安心な住環境の形成を図る必要があります。 

このため、本地区においては、日常生活の維持に必要な商業機能の集約と利便性の
⾼い住環境を整備するとともに、⽊造⽼朽家屋の更新により市街地の耐⽕性及び耐震
性の向上を図るため、第一種市街地再開発事業を施行することとしており、同事業の
円滑な施行による土地の⾼度利用を図るため、本地区に地区計画を定めることとしま
す。 

 
 
＜土地利用の方針＞ 
 

本地区においては、日常生活の維持に必要な商業機能の集約と利便性の⾼い住環境を
整備するとともに、⽊造⽼朽家屋の更新により市街地の耐⽕性及び耐震性の向上を図る
ため、第一種市街地再開発事業を施行することとしており、同事業の円滑な施行による
土地の⾼度利用を図る。 

  



＜伊達駅前地区＞ 
 
地区計画区域内における建築物の制限内容 

地区の区分 
（計画図表示のとおり） 

市街地再開発地区 
（商業地域） 
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築 
 

 

物 
 

 

等 
 

 

の 
 

 

制 
 

 

限 

建 築 物 の 容 積 率 
の 最 ⾼ 限 度 

容積率の最⾼限度は４０／１０とする。 

建 築 物 の 建 ぺ い 率 
の 最 ⾼ 限 度 

建ぺい率の最⾼限度は８／１０とする。 

建 築 物 の 容 積 率 
の 最 低 限 度 

容積率の最低限度は６／１０とする。 

建 築 面 積 の 
最 低 限 度 

建築面積の最低限度は２００㎡とする。 

建 築 物 の 壁 面 の 
位 置 の 制 限 

道路境界線（隅切部分を除く。）から建築物の外壁又
はこれに代わる柱の面（以下「外壁等」という。）まで
の距離の最低限度は１.０ｍとする。 

備      考 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最⾼限度
は建築基準法第５３条第３項各号のいずれかに該当する
建築物にあっては１０分の１を加えた数値とする。 

用語の定義及び算定方法については、建築基準法及び
同施行令の例による。 

 
  





伊達駅前地区では、建築物の新築、増改築を行う前に、
次のような手続が必要となります。 

 
■届出が必要な行為 
 

１、建物の新築、増改築 
２、車庫、物置等の設置 
３、工作物の新築、改築 
４、土地の区画形質の変更 
５、土地の用途の変更 
６、建築物等の形態又は意匠の変更 など 
 

■届出の方法 
 

・届出期限：工事着工の３０日前まで 
・届出窓口：都市住宅課都市計画係（届出用紙も用意してあります。） 
 

 
お問い合わせ先 

伊達市建設部都市住宅課都市計画係・建築係 
伊達市⿅島町２０番地１   電 話 ０１４２−８２−３２９４ 

ＦＡＸ      ２３−４４１４ 

工 事 着 手

最 大

３０日

建
 

築
 

主

 受 理
  ↓  （審査）
 確 認

都市住宅課

都市計画係

 受 理
  ↓  （審査）
 確 認

都市住宅課

建 築 係

①届出書提出

②届出書の写し

③建築確認申請（②添付）

④確認通知


